
音更町情報審査会条例の一部を改正する条例

音更町情報審査会条例（平成１０年音更町条例第４号）の一部を次のように改正する。

第８条中「総務部情報・防災課」を「総務部総務課」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和３年５月１日から適用する。


